
別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

□

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

１　公益財団法人東北自治研修所

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価
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県（主務課）の所見
参考
指標

　ハラスメントの防止に関する要綱を整備するなど
改善が図られているが，コンプライアンスに関する
規程の整備を進めていく必要があることから，一層
の組織運営の健全化に向け働きかけていく。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　定款や各種規程等の遵守，事業内容等の公表など適切
な組織運営に努めた。また，必要な規程の整備について
情報収集を行い，今年度はハラスメントの防止に関する
要綱を整備し，所内の意識啓発に努めた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）
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給与規程

２　一般社団法人宮城県危険物安全協会連合会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。
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県（主務課）の所見
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　団体として改善するべき事柄の自己分析が行われ
ており,規程整備に向けた検討がなされている。具
体の取組が改善に繋がるよう,適宜必要な指導・助
言に努める。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　プロパー職員の採用を行い,事務局体制の強化を図っ
た。一方で,これまでの職員の定着率が低いことが課題で
あることから,規則の整備や,組織運営の改善に努めてい
く。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）
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給与規程

３　宮城県土地開発公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：職員との個別面談を実施している　　　　）
（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。
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県（主務課）の所見
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　公認会計士が引き続き監事に就任し，監査を実施
する体制を維持しているほか，コンプライアンス確
保のため，今年度から職員との個別面談によりコン
プライアンス経営の充実を図っている。今後も，組
織運営の健全化に向けた取組等に対して，必要な助
言と指導を行っていく。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　引き続き，監事に公認会計士を選任し，監査体制の強化を
図っている。
　「職員の職務に関する倫理の保持について」を作成，配布
し，コンプライアンスの強化に努めている。
 組織体制では，プロパー職員に関し，今後，管理職への登用や
新規職員の採用について検討する必要がある。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）
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＜組織運営の健全性に関する指標＞
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給与規程

４　仙台臨海鉄道株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：標語の募集）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

■

□

■

■

□

□

□

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　「コンプライアンスに関する諸規程」を制定し，社員のコンプラ
イアンス遵守を徹底し，健全な経営体制を確立したこと，また，
安全実行計画に基づき，毎月安全推進会議を開催し，運転事
故・労働災害の防止に努めたことは評価できる。

Ａ

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　出資者からの指導により，規則・規程の整備及びコン
プライアンスへの対応はできている。
　今後も引き続き，安全最優先の職場風土を目指し，事
故・事象の再発防止，未然防止に取り組むため，社員に
対する教育・指導を行っていく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

□

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

□

■

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

５　阿武隈急行株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：社員との個別面談を実施）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

□

□

■

■

□

□

□

7

県（主務課）の所見
参考
指標

　厳しい経営環境の中，人件費の抑制など経費削減に努め
るとともに，社内規程に基づき社員のコンプライアンスの
遵守の徹底等を図る人材育成の取組も継続して行われてい
る。
　一方で，優秀な人材の確保は今後の組織運営に必要不可
欠であるため，早期の経営改善を図り，優秀な社員の採用
につなげる必要がある。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

1

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　経費削減のためやむを得ず給与等人件費の抑制を行っ
てきているため，人材の確保が難しく人員の不足が生じ
ており，人材育成に影響を及ぼしている。
　今後は，積極的に人材確保を行いつつ，在籍社員に対
する研修制度の充実化等により社員育成を図りたい。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

■

□

■

■

□

□

0

1

2

3

□

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

６　公益財団法人宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

公益法人協会の研修において法令等について学ぶ機
会を設ける等，組織運営の健全化に向けた取組を
行っている。今後も引き続きコンプライアンスに関
する規程の整備に向けた助言と指導を行っていく。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　県サンクチュアリセンターの指定管理者として，すべ
てにおいて法令順守で業務を行っている。また，沼の保
全対策においても，環境法令に基づき業務を行ってい
る。なお，事務職員においては，公益法人協会の研修会
に積極的に参加させ公益法人が関わる法令等を学ばせて
いる。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

７　公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程（事務員分就業規則に含む。）

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）（就業
規則に含む。）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）（全国
ベースでの研修が行われている。）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

7

県（主務課）の所見
参考
指標

　現状における指標において要改善項目があるが，
今後，諸規程整備等の改善を実施予定であるとのこ
とであり，その推移を見ることとしたい。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　参考指標がＢであり，改善の余地ありと判定された。
　指導機関指導を受けながら，標準的な規程等を参考に
事業規模に合った規程等の整備改善を実施したい。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

□

□

□

□

□

□

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

８　公益財団法人宮城県環境事業公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

■

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　業務に関する規程等の整備により内部統制も図ら
れている。また，公認会計士による監査の実施，
ホームページにおける積極的な情報公開など，健全
な組織運営がなされている。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　公社定款をはじめ各種規程を遵守し，適正かつ安全な
処分場の運営に努めるとともに，公認会計士による監査
を実施し，健全な資金管理を行っている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

□

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

□

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

９　公益財団法人宮城県文化振興財団

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：職員会議での周知）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

7

県（主務課）の所見
参考
指標

　民間経験者の役員登用や税理士法人からの会計指
導等，経営評価も適切に行われていると考える。コ
ンプライアンスの確保に関する取組について，研修
等を実施しているが，規程の整備等，組織としての
コンプライアンス確保に向けた更なる取組を検討さ
れたい。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　業務規程等の整備や税理士法人による会計処理に関す
る指導，事業内容等のホームページﾞでの公表など組織運
営の健全性確保に努めている。コンプライアンスについ
て，定例の職員会議での周知のほか，引き続き研修等を
行い，徹底に努めていく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

□

■

□

□

□

□

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

１０　公益財団法人慶長遣欧使節船協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

□

□

□

7

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織統制や経理，情報公開関係への取組について
は概ね評価できるものとなっている。
　コンプライアンスに関する取組については，規程
の整備に向けた準備を着実に進めるとともに，研修
の場の設定など更なるコンプライアンス確保に向け
た取組について検討されたい。 B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　プロパー職員による組織運営の統制及び効率化を図る
ため各種規程を整備するとともに，会計経理については
有資格者を雇用し公認会計士の指導のもと適正な会計処
理に努めている。
　また，情報公開については，定款，決算及び予算関係
書類をホームページで公開し，業務運営の透明化に努め
ている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

□

■

□

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

１１　公益社団法人みやぎ被害者支援センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　令和元年においては，ホームページの情報公開の
拡充が行われ改善しているが，組織統制に関する規
程の整備がなされていないものについては，整備を
進める必要があり，組織運営の健全性に向けて必要
な助言を行っていく。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　当センターにおける最大の課題は，秘密の保持であり，これ
に関する諸規程を整備するとともに，各種研修会や会議の場，
OJTの場を効果的に活用し，職員，相談員に対するコンプライア
ンスの保持に努めた。
　弁護士，司法書士等から適宜指導･助言を受け健全な組織運営
に努めた。
　情報公開すべき関係書類綴りを事務所内に備えるとともに，
令和元年においては，ホームページの情報公開の拡充を行い，
公益法人としての透明性を確保した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

□

■

■

■

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

１２　社会福祉法人宮城県社会福祉協議会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。（1
点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　社会福祉法人制度改革に伴い，会計監査人を置き，会計
監査人による監査の実施のほか，指導に基づく事務改善を
図るなど，経営組織のガバナンスの向上に努めている。ま
た，人材の育成・確保を図ったほか，ホームページにおい
て計算書類や事業報告等を公表しており，積極的に情報を
公開している。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　一般会計に関し，会計法人の監査にて，指導・改善提
案のあった事案の改善により，ガバナンスの強化を図る
ことが出来た。
　採用試験（３回）により，48人の正規職員を採用した
が，必要な人員が確保されていないため，継続して採用
試験を実施し，人員確保に努める必要がある。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

■

■

■

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

１３　一般財団法人宮城県地域医療情報センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　団体の将来的な健全な組織運営のためにも，コン
プライアンスに関する規程等，不足している項目に
ついては，県として引き続き指導，助言を行ってい
く。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

0

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

0

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　職員にここ10数年異動もなく，良識ある判断により責
任を全うする組織運営を構築し，また，管理者（役員）
が組織を統制し，合わせて監事が職権による理事・職員
の調査・聴取を行い必要に応じて理事会等に報告，組織
全体の健全化を図っています。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

□

□

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

□

■

□

■

■

■

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

１４　一般社団法人みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織運営の健全化に向けて，内部統制の整備につ
いて，助言等を行う。また，組織統制に関する規程
等の整備や当該業務を担う人材育成・確保の実施に
ついて引き続き進めていく必要がある。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

0

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

1

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　業務や組織の在り方の見直しについて着手し，内部統
制の整備も進めてきたが，業務の効率的で適切な執行を
担う人材の育成，確保については引き続き検討を進める
必要がある。また，新規採用者に対するコンプライアン
ス教育の実施及び定例ミーティングによる啓蒙を実施継
続している。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

□

□

■

□

□

□

□

□

□

0

1

2

3

□

□

□

□

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

１５　一般社団法人東北地域医療支援機構

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　学校法人監査に精通した金融機関出身者を監事に
登用し，適切に監査を実施している。
　当法人の諸規程については，法人に適合した規程
を整備することが不可欠であり，引き続き指導・助
言を行っていく。 B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　当法人の監査については，金融機関での勤務経験があ
り，学校法人の監査にも精通している者を監事に登用
し，実施している。
　内部規程等については，今後，他団体の規程等を参考
としながら，経理規程を中心に整備の検討を行う。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

□

■

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

１６　公益社団法人宮城県精神保健福祉協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：共有フォルダ利用による関係規程の掲載）（１
点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

□

■

■

■

■

■

■

■

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　みやぎ心のケアセンターの運営の職員の確保及び
育成や，内部統制の取組を積極的に行っている。引
き続き組織運営の維持・強化が図られるよう助言等
を行う。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　県OBやプロパー職員を採用するなど人材の確保に努め
た。また，職員を対象にした研修会を開催するととも
に，他機関が実施する研修会にも積極的に参加を促し，
人材の育成を図った。
　ホームページによる情報公開項目について，新たに収
支予算書，収支計算書などを３項目を追加し，これまで
の４項目から７項目に拡大した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

１７　公益財団法人宮城県腎臓協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：コンプライアンス委員会の開催　　　　）（１
点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　懸案事項だった臓器移植コーディネーターの確保
に目処がついたことで，今後の効果的な事業展開が
期待される。また，健全で自立的な組織運営のた
め，税理士による会計指導の継続や業務に精通した
職員の育成を図っていくことが望まれる。 A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　経理担当（パート職員）を雇用し，税理士による計算
書類のチェックを定例実施を図るなど運営改善を行っ
た。臓器移植コーディネーターの確保に難渋し兼務体制
が課題であったが，令和２年度に確保できる見通しであ
る。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

0

1

給与規程

１８　宮城県信用保証協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当者会議）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　年次有給休暇の取得管理やノー残業デーの設定
等，職員の労務管理及び健康管理がなされている。
　定期的なコンプライアンスに関する打合せにより
内部統制の整備が行なわれており，働き方改革もな
されていることから，組織運営は健全なものと認め
られる。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　働き方改革として，①年５日年次有給休暇の取得管
理，②「勤務間インターバル」制度の導入，③「ノー残
業デー」を月２回設定し，職員の労務管理及び健康管理
を行った。
　各部署にてコンプライアンスに関する打合せを定期的
に行い，内部統制を行った。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

１９　宮城県商工会連合会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　健全な組織運営のため，関係規程等の整備や内部
統制強化の取組等に良好に取り組まれていると認め
られる。引き続き，組織の健全な運営が維持・強化
されるように，必要に応じ助言等を行っていく。 A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

  監事監査については，商工会会計事務に精通している監事の
監査を年2回（中間監査及び本監査）受け，年度途中の遂行状況
も含め確認されている。また，監事のうち2名については本会の
各種事業の指針となる委員会の委員として，会計のみならず事
業運営についても造詣を深めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

□

□

■

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

２０　宮城県中小企業団体中央会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンス基本方針及び管理規程，機密保
持規程等を新たに制定したことについて評価でき
る。
　また，BCPを改訂し，その改定内容及び緊急時の
事業継続手順についての研修会を開催したことで，
台風19号発生時及び新型コロナウイルス感染拡大時
の業務継続に役立った。
　プロパー職員に対し，外部研修等を含めた積極的
な研修参加を促進し，向上心を持ち組織管理を担う
職員を育てるよう引き続き指導・助言していく。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　ＢＣＰ改定に伴い，改定内容の周知及び緊急時の事業
継続手順について研修会を開催した。
　コンプライアンスの強化を図るため，コンプライアン
ス基本方針を作成し，従来服務規程内で規定していた内
容を，コンプライアンス管理規程及び機密保持規程，内
部通報制度に関する規程として新たに制定した。（令和
元年12月17日施行）
　将来の経営幹部を育てるため，プロパー職員の資質向
上を目的とした研修会の実施及び上部団体が主催する人
材育成研修に参加させた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

□

■

■

0

1

2

0

1

給与規程

２１　公益社団法人宮城県トラック協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：不祥事防止対策の実施等）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　現在の組織運営体制を維持しながら，働き方改革
や長時間労働の是正などの課題にも対応可能な体制
を確保できるよう，県としても引き続き必要な助言
を行う。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　事業計画の策定に当たっては，理事会や各委員会の意
見や要望などを取り入れながら策定しており，今後も消
費者ニーズや時代ニーズに対応した各種事業を展開し，
トラック運送事業者が「より安全で安心な質の高い輸送
サービス」を提供できるように努めていく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

0

1

給与規程

２２　公益財団法人みやぎ産業振興機構

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：緊急事態（コロナ）に合わせた組織の対応）
（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　県の規定を基準とした組織統制に関する規程等の
諸規程が整備されているほか，コンプライアンスに
ついても規定を定め，職員への周知や研修の場を設
定するなど，健全な組織運営が図られている。引き
続き適正な組織運営が図られるよう助言・指導を実
施していく。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　理事会の承認を受けつつ，諸規程について適正な改正
を行い，コンプライアンスの整備を進めた。支援事業の
遂行についても支援企業からの感想・意見等を集約し，
各界代表の外部委員からの評価を受ける等，健全化に努
めた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

□

□

□

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

２３　宮城県職業能力開発協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　諸規程の整備や税理士の関与など，良好な組織運
営に向けた取組みが進んでいると認められる。今後
はＢＣＰの策定などのリスクマネジメントの強化が
求められる。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　当協会の業務規程は整備されているものの，内容につ
いての見直しが必要とされるところがあることから，改
定を行うとともに，コンプライアンスの周知にも努めて
いく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２４　公益社団法人宮城県観光連盟

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　公認会計士との顧問契約により指導を受けてお
り，監査については会計事務に精通した監事の監査
を受けていることから，安全性は確保されている。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　公認会計士との顧問契約により，税務をはじめ会計処
理全般について指導を受けて適正に業務を行うことがで
きた。なお，持続的な活動の確保のため，事業継続契約
について今後検討する。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

□

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２５　公益財団法人宮城県国際化協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織的に事務ミスの未然防止等に努めており，健
全な組織運営に関し，適切に対応していると評価で
きる。今後も引き続き組織運営の健全化に向け働き
かけていく。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　職員数の削減により総務部門は最少人数となっている
ため，事業部門にも会計書類を回議し事務ミスの未然防
止に努めているほか，会計処理で疑義が生じた場合は公
認会計士から指導を受けるなど，効率的で適正な業務運
営を図ることができた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

□

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２６　一般財団法人みやぎ産業交流センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　昨年度改善されたコンプライアンスの確保につい
て，今年度も引き続き取組が実施されており，相談
窓口の確保という新たな取組みを行うなど，積極的
に組織の健全な運営に努めているといえる。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　組織の健全な運営については，業務規程等の整備や財
務の公表等を行っている。コンプライアンスについて
も，関係規程を整備するとともに，弁護士と顧問契約を
締結し，相談窓口としての機能も持たせるなど，健全な
運営の構築に努めた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

□

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

□

■

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２７　株式会社仙台港貿易促進センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

□

□

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　一定の組織運営が行われ，参考指標は概ね良好で
ある一方，規程の整備やホームページ公表について
は，改善の余地がある。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　平成26年度から事業規模を縮小し，現在の2事業に集約
したことから，社長を含め４名と必要最小限度の組織体
制となっているため，情報の共有化に努め，相互に業務
支援が行えるように努めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

□

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２８　公益社団法人宮城県国際経済振興協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

□

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　内部統制強化の取り組みがなされており，概ね良
好な組織運営であると認められる。
　引き続き円滑な管理運営が実施されるよう，特に
海外事務所においては，各国の制度変更に留意され
たい。 A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　公益法人協会の会員となり，運営についての相談窓口
を活用する等，内部統制の強化に努めた。また，これま
で年度末に実施してきた海外事務所監査について，仮に
事務処理誤り等が確認された場合でも年度内に是正可能
となるよう実施時期を見直した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

２９　宮城県漁業信用基金協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

■

■

■

□

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　会計事務に精通した者を監事に選任するなど，会
計・経理業務の適正化に努めており，情報公開につ
いても適切に行っていると考える。また，定期的な
コンプライアンス研修会の開催を通して，職員の啓
発を図るなど，健全な組織運営が図られている。
　今後，必要に応じて，公認会計士等の定期指導の
導入について検討をするよう働きかけていく。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　民間経営者と同等の経営感覚を有する者を役員に選任
しているほか，会計事務等に精通している者を監事とし
て選任し定期的に監査を受けている。
　外部の金融機関から講師を招いて定期的にコンプライ
アンス研修会を開催し，個人情報の順守に努めており，
今後も継続していく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

■

■

□

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３０　宮城県農業信用基金協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

■

□

■

■

□

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織統制に関する各種規程を整備し，公認会計士
による監査を受けるなど健全な組織運営のための各
種取り組みを行っていると評価できる。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

1

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　役員に対するコンプライアンス研修会を開催したほ
か，職員に対しては，内部点検及びコンプライアンスに
係る自己チェックを行った。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

□

■

□

□

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３１　公益社団法人宮城県物産振興協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織統制，コンプライアンスの確保に課題はある
が，会計面については税理士による確認を受けてお
り，実効性を保った監査が行われている。人材育成
については，組織の将来を見据えた，長期的な視点
での取組が必要である。 B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

0

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　会員実態調査や交流会開催による会員ニーズの把握に
努めている。また県担当課や協会役員との意見交換を行
いながら，将来のあり方を見据えた新たな事業を検討し
ているが，現人員で対応できるようにオンラインセミ
ナー等を活用し，職員のスキルアップを図ることで成果
を上げていきたい。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

□

□

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

３２　公益社団法人みやぎ農業振興公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：カード作成）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンスカードを作成し，常に携帯させ
るなど，日常業務におけるコンプライアンス意識を
向上させる取り組みを実施しており，組織運営の健
全化に向けて適切に取り組んでいるといえる。
　障害者雇用については，引き続き積極的に取り組
むよう助言・指導していく。 A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　職員のコンプライアンスに対する意識付けのため，コ
ンプライアンスカードを作成し，常に携帯させている。
　H30からの中期経営プラン（第2期）を定め，策定後5カ
年の事業推進指標を設け，その達成に邁進している。
　障害者雇用に取り組むべく,幹部職員の理解向上のため
研修会を実施した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３３　一般社団法人宮城県農業会議

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

□

□

■

5

県（主務課）の所見
参考
指標

 人材育成や情報公開が充実しており評価できる。
コンプライアンスに関しても職員に対する啓発等研
修の場を設定し，違反事例もなく，評価できる。
　未整備となっているコンプライアンスに関する規
程については，県として助言と指導を行いたい。 B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　平成30年度に就業規程を改正し,人材育成及び情報公開
に取り組んだ。コンプライアンスの確保については全国
組織の支援も得て職員会議で度々啓発を行っている。規
定については今後県の指導を受け整備する。
　会計監査については全国組織と連携して税理士等の配
置の必要性を継続検討する。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

■

□

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３４　公益社団法人宮城県青果物価格安定相互補償協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

5

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンス規程が策定され，コンプライア
ンスの確保に取り組んでいる。
　協会独自のホームページを開設し，積極的な情報
開示に努めている。
　今後も組織運営の健全化に向けた取組等に対し
て，必要な助言と指導を行っていく。 B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

0

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　コンプライアンス規程を策定し，コンプライアンスの
確保に取り組んでいる。
　令和元年６月に本協会独自のホームページを開設して
事業内容や財務情報を開示している。
　組織運営の健全性のさらなる向上に向け，関係機関と
協議を継続している。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

□

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３５　一般社団法人宮城県畜産協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンスに関する取組について，おおむ
ね適切であると考えられる。より内容の充実を図る
ために，引き続き助言・指導を行っていく。組織基
盤安定化のために，計画的な人材確保・人材育成が
課題であると考えられる。課題解決に向けて，適切
な助言を行っていく。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　規程等については概ね整備しているが，今後もコンプ
ライアンスの充実を図っていく。課題としては，再雇用
制度に伴う職員の高齢化が進む一方，計画的な採用によ
る人材の確保と育成が急務となる。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

３６　宮城県土地改良事業団体連合会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：業務会議等）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

□

■

■

■

□

■

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　土地改良法改正により義務づけられた貸借対照表
等の公表も適切に対応している。
　コンプライアンス確保の観点から，早期の障害者
雇用率の法定要件達成を期待する。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　コンプライアンスマニュアルを配付・周知するほか，
品質マネジメントシステムを構築し，本会事務の質的向
上を図っている。
　引き続きコンプライアンス確保に努める。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

３７　公益財団法人みやぎ林業活性化基金

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　コンプライアンスに関する規程を策定されてお
り，組織運営についての健全性の強化を進めてい
る。県としても引き続き，助言と指導を行う。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　財団職員は宮城県森林組合連合会からの出向となって
おり，当財団で定めている規程以外は，出向元の規程に
より執行している。一方財務会計は，公益法人会計に詳
しい公認会計士による定期的なチェックを受けており，
会計処理は適切に行っている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

□

□

□

□

■

□

0

1

2

0

1

給与規程

３８　一般社団法人宮城県林業公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

□

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織統制に関する規程については概ね整備され内部統制
が図られるとともに，ホームページにより情報発信を行
い，財務状況等の情報公開を実施している。
　経理業務については，公認会計士が決算事務等を中心に
関与しているが，適正な会計処理が行われるよう引き続き
指導・助言を行っていく。
　職員確保については，業務経験のある職員の新規採用な
ど，今後，分収林事業で主伐計画が増えていくことを踏まえ，適
切な人材の育成・確保に努めている。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　組織運営の透明性を高めるため，各種規程等の整備に努める
とともに，ウェブサイトを活用した情報発信を行ってきた。更
なる改善を図るとともに法令遵守について職員の周知を図るこ
とにしている。
　公認会計士と経理事務指導契約を結び，決算事務を中心に随
時指導を得て，経理業務の適正化に努めてきたところであり，
引き続き指導継続による健全化に努めることとしている。
　職員確保は，事業継続の観点からも重要な課題であることか
ら管理費抑制の視点を含めながら，人材育成・確保に努めてい
くこととしている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

□

■

■

□

0

1

2

3

□

□

□

□

□

□

□

□

■

0

1

2

0

1

給与規程

３９　公益財団法人宮城県水産振興協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：役職者定例会議及び各部内ミーティングの実
施）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

■

□

■

■

■

□

□

6

県（主務課）の所見
参考
指標

　組織体制の強化と人材育成の取り組みの継続が今後も期
待される。
　コンプライアンスに関する規程や体制の整備を行うこと
が今後の課題であり，必要な助言及び指導を行っていく。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　組織体制の構築と人材育成は令和元年度も継続して強化に努
めたが，プロパー職員が1名減となった。情報公開については，
事業内容や決算書類に加え寄附行為についてもホームページ上
で公開している。会計面では引き続き公認会計士より月1回の定
期指導を受けている。コンプライアンスに関する規程の整備が
課題ではあるが，協会内で役職者の定例会議を月２回の頻度で
実施するとともに，定期的な部内ミーティングにより，情報共
有と内部統制を図り法令違反の事前防止に努めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４０　公益社団法人宮城県建設センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　関係規程等の整備とともに，監事とは別の公認会
計士の指導の下，財務・会計業務が行われているほ
か，事業内容や財務情報については，ホームページ
において公開されるなど，健全な組織運営が行われ
ている。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　必要に応じて規則等の整備や見直しを行うとともに，ホーム
ページを活用した情報公開を進めている。
　品質管理システムとして「ISO９００１」を導入し，成果品の
品質向上に努めている。（平成１４年度から運用開始）
　監事には公認会計士を選任するとともに，監事とは別の公認
会計士と業務委託契約を行うなど，財務・会計に関して体制の
強化に努めている。
　「倫理規則」と「コンプライアンス規則」を制定し，事業活
動の公正かつ適正な運用に努めている。（平成３０年度に制
定）

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

□

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

□

□

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４１　一般財団法人みやぎ建設総合センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

0
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

6

県（主務課）の所見
参考
指標

　業務規程等が整備され内部牽制が図られており，
財務書類の公開などは整備されているが，コンプラ
イアンスの確保について改善の余地があるため，体
制の強化等に向けて必要な助言を行っていく。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　業務規程や財務書類の公開などを整備しているが，コ
ンプライアンス・ＢＣＰについては規程類がないため，
引き続き理解を深め規程類の作成を検討していく。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

□

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４２　宮城県道路公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

■

□

■

■

■

□

□

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　国や県に対して定期的に予算・事業計画に関する
適正な説明がなされており，また，監査体制の強
化，情報公開及び業務マニュアルの更新などによる
組織的な健全経営の確保に努めている。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　経営内容については，地方道路公社法に基づき，事業
年度開始前に予算・事業計画につき宮城県の承認を受け
るほか，毎年の経営状況について国土交通省に報告し審
査を受けている。また監事については，公認会計士が選
任され監査体制が強化されている。
　業務マニュアルの更新を行い，業務の効率化を図っ
た。
　研修計画に基づく職員研修に加え，業務に関係する研
修を積極的に受講させ，職員の資質向上を図った。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

□

□

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４３　公益財団法人宮城県フェリー埠頭公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

1

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　民間団体から役員を登用し，外部からの意見を経
営に活かす体制が取られている。
　監査を公認会計士に依頼するとともに，会計指導
も受けている。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　最小限の規模による法人運営のため，内部統制が機能
するよう努めている。
　外部役員からは，会議においてフェリーターミナルへ
の意見や要望をいただいており，経営に活かすようにし
ている。
　消防法に規定される甲種防火管理者及び防災管理者と
して必要な講座を受講させた。また，公益法人会計ソフ
トの他社製品移行に際し，業者任せにせず全て職員が行
い，ノウハウづくりに努めた。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

□

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

□

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４４　宮城県開発株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

6

県（主務課）の所見
参考
指標

　民間企業から役員を登用し，外部からの経営に関
する意見を反映させられる体制にある。
　情報公開に関する検討を進めており，県としては
必要な助言・指導を行っていく。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

0

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　民間企業から役員を登用し，外部からの意見を活かせ
る体制にある。以前から検討を進めていた事務内容や財
務状況の情報公開について，ホームページをリニューア
ルし，９月には公開できる予定。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

□

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

□

□

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４５　塩釜港開発株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

□

□

□

□

■

□

□

□

□

7

県（主務課）の所見
参考
指標

　民間企業から役員を登用し，外部からの経営に関
する意見を反映させられる体制にある。
　公認会計士や弁護士から適宜アドバイスを受けて
おり，健全な組織運営に努めている。

B

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

1

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　民間企業から社外取締役を選任し，経営ノウハウの活
用と経営状況の確認・評価を行っている。公認会計士に
よる監査を実施し，適正な会計処理に努めている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

□

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４６　仙台空港鉄道株式会社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

□

□

□

10

県（主務課）の所見
参考
指標

　民間企業からの役員登用や，公認会計士による会
計監査の実施など，健全な組織運営に努めており，
その他の健全性指標についても，高水準であること
から，組織運営の健全性は概ね良好であると認めら
れる。 A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　当社の経営体制について，取締役9名中3名，監査役4名
中3名に民間出身者を登用し，民間のノウハウを活かした
自主的経営を促進している。
　また，その他の役員も地元市長や行政経験者で構成さ
れていること，会計監査は公認会計士に委嘱すること
で，経営健全性のチェック体制を確保している。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

■

■

■

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４７　宮城県住宅供給公社

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

2
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

0

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

9

県（主務課）の所見
参考
指標

　公社が作成している経営計画により一定の評価は
出来るものの，人材の確保，育成等に関しては今後
も経営状況を見ながら取り組んでいく必要があると
考える。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　経営改善目標に対しては，計画通りに進めることがで
きた。経営体制について，監事２名のうち１名は，公認
会計士が当たっており，経営及び会計のチェックのみな
らず，定例監査等の機会に，外部専門家としての意見及
び指導をいただいている。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0

1

2

3

■

□

□

■

□

■

□

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４８　公益財団法人宮城県スポーツ協会

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

1

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

2

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

■

■

■

■

■

□

■

■

■

□

□

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　公認会計士及び社会保険労務士と顧問契約を結
び，定期的な点検を行うなど，会計・経理業務等の
適正化を図っていることは大いに評価できる。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　毎月，顧問公認会計士と顧問社労士による指導及び助
言をもとに適正な処理を実施した。また，関係法令や各
種規程の確認を行い，法令及び規程を遵守し業務を遂行
した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



別記様式第２号－２　組織運営評価シート

＜組織運営の健全性に関する指標＞

№ 項目

0

1

■

■

□

■

□

□

■

■

□

0

1

2

3

■

□

□

■

■

■

■

□

□

0

1

2

0

1

給与規程

４９　公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

評価内容 評価

1

 組織統制に関する
規程等の整備

業務規程等が整備さ
れ，内部牽制が図られ
ているか。

①８項目未満整備

0

②８項目以上整備

就業規則（無期転換ルールの対応含む）

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

決裁規程

退職手当規程

施設等の管理規程

2

コンプライアンス
の確保
（経営への取組・
内部統制）

コンプライアンスに関
する取組を行っている
か。

①合計０点。またはコンプライアンス違反事例があった。

○BCP（業務継続計画）を作成している。（1点）

○公益通報者保護法に基づく公益通報制度を設けている。（１点）

○その他，コンプライアンス経営を充実するための取組みを行って
いる。（取組内容：　　　　）（１点）

3

②１～２点

③３～４点

④５点以上

○コンプライアンスに関する規程を整備している。（２点）

○コンプライアンスに関する規程を今年度中に整備する予定（１
点）

○マニュアル等を作成し，職員に配布する等周知を図っている。
（1点）

○職員に対する啓発等研修の場を設定している。（１点）

○業務監査体制を強化する体制整備や取組を行っている。（１点）

○内部統制に関する取組を行っている（1点）

3

実効性を持った監
事監査の実施

公認会計士・税理士が
会計・経理業務に関与
しているか。

①公認会計士・税理士の関与はない。

1
②③以外に公認会計士・税理士の関与を得ている。（定期的
に指導を受けている）

③公認会計士・税理士が監事（監査役）に就任し監事（監査
役）監査を実施，または監査法人による監査を実施してい
る。

4

経営幹部への民間
企業等出身者の登
用

民間の経営ノウハウ活用
による組織の活性化や自
立的経営の促進を図る観
点から，役員に業務に精
通した民間企業等出身者
を登用（採用）・配置し
ているか。

①登用していない。

1

②登用している。



№ 項目 評価内容 評価

0

1

0

1

2

□

□

■

■

■

■

■

■

■

□

■

8

県（主務課）の所見
参考
指標

　契約規程を作成中であり，助言・指導を行ってい
る。民間企業出身者等を役員に登用し，役員会等に
おいて意見交換するなど自立経営の促進を図ってい
る。

A

5

人材育成，内部登
用の拡大，独自の
人材確保の取組

職員の人材育成，プロ
パー職員の内部登用，
または独自の人材確保
（プロパー職員等の採
用による県派遣職員と
の入れ替え）が図られ
ているか。

①人材育成の取組を行っていない。また，内部登用や独自の
人材確保も行っていない。

1

 ②人材育成の取組を行っているほか，内部登用や独自の人
材育成を行っている。

2

②下記のうち，６項目未満（会社法法人・その他の法人は４
項目未満）を公開している。

③下記のうち，６項目以上（会社法法人・その他の法人は４
項目以上）を公開している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

財産目録

6

事業内容・財務情
報等のホームペー
ジ公表

ホームページにおける
情報公開は，どのよう
な状況にあるか。

①ホームページで公開していない。

収支予算書(収支計画）

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

キャッシュフロー計算書（作成している場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

合計（10点満点）

団体による自己評価
（概況，上記指標以外の取組実績，

今後の課題・対策等）

　職員に対する啓発研修を実施するなどして，コンプラ
イアンスの確保に努めた。公認会計士に助言を受け，適
正な会計に努めた。ホームページを利用した情報公開を
実施し，透明性を確保した。

＜参考指標＞
合計点が

8～10点の場合：Ａ（概ね良好）

5～ 7点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

2～ 4点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 1点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）


